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安全対策官民協議会 第４回 アドバイザリーボード

（一般社団法人 日本自動車工業会）
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＜日本自動車工業会の概要＞

１．所 在 地 東京都港区芝大門1-1-30 日本自動車会館

２．設 立 1967年（昭和42年）4月3日

３．目 的 本会は、我が国の自動車工業の健全な発達を図り、もって経済の発展と

国民生活の向上に寄与することを目的とする。

４．会 長 豊田 章男

５．会 員 いすゞ自動車㈱、川崎重工業㈱、スズキ㈱、㈱ＳＵＢＡＲＵ、

ダイハツ工業㈱、トヨタ自動車㈱、日産自動車㈱、日野自動車㈱、

本田技研工業㈱、マツダ㈱、三菱自動車工業㈱、三菱ふそうトラック・バス㈱、

ヤマハ発動機㈱、ＵＤトラックス㈱

計１４社（従業員数計約３０万人）
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＜日本自動車工業会における安全衛生活動概要＞
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会 議 内 容

安全衛生分科会

・労働安全衛生全般に関する情報交換、検討、提言

・会議は原則、会員企業の製造事業所にて現場視察を兼ねて開催。

（※2021年はコロナ渦のため、製造現場視察は行わず、会議はwebで実施。）

・各社の災害事例や改善事例を定期的に共有し、会員相互のレベルアップを図る。

研究会
（Ａグループ）
（Ｂグループ）

・安全衛生分科会にＡグループ・Ｂグループ研究会を設置。

・労働安全衛生領域の課題からテーマを選定し、会社の垣根を越えて調査・研究活動を実施。

(2021年はweb会議)

研究成果を自動車産業安全衛生大会および、中央労働災害防止協会・全国産業安全衛生

大会で発表。

自動車産業
安全衛生大会

・日本自動車工業会の研究会(上記)および日本自動車部品工業会の研究会の共同研究成果

発表の場。

・自動車産業における安全衛生意識の向上と相互のレベルアップを図る事を目的に、年１回開催。

(2021年はwebで実施)

労働災害統計

・労働災害統計および休業災害事例の共有により、自動車製造業における災害防止に活用する

事を目的とする。

・会員各社から報告される毎月の労働災害の件数・労働損失日数・度数率等のデータを集約する

とともに休業４日以上の労働災害事例を展開・共有する。

・年間の災害要素分析（労災の型・傷害箇所・原因・被災者の年齢・経験・雇用形態等）を

行い、展開・共有。



日本自動車工業会 災害度数率の推移
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年（1～12月） 社数
度 数 率

強度率
休業度数率 不休度数率 全度数率

2010年 14 0.11 0.68 0.78 0.006

2011年 14 0.12 0.65 0.76 0.055

2012年 14 0.10 0.53 0.63 0.018

2013年 14 0.07 0.47 0.54 0.003

2014年 14 0.07 0.41 0.48 0.015

2015年 14 0.07 0.34 0.41 0.015

2016年 14 0.08 0.37 0.45 0.003

2017年 14 0.07 0.36 0.43 0.011

2018年 14 0.09 0.35 0.44 0.027

2019年 14 0.09 0.42 0.51 0.003

2020年 14 0.09 0.36 0.45 0.003



コロナ禍における安全衛生対策の取り組み
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①前述の通り、従来の安全衛生会議は製造現場の視察を兼ね、会員各社の工場において

開催していたが、2020年からはweb開催。

②労働災害統計については、メールで展開し、情報共有を継続した。

③休業災害事例はメールやweb会議において展開し、類似災害防止に努めた。

④新型コロナウィルス感染症については、以下の項目について、各社の安全衛生担当と

情報交換を行い、対策を講じてきた。

・感染者対応

(感染後の勤務取扱い・休業補償、職場復帰判断)

・重症化リスク有りの従業員への措置・配慮

（在宅勤務やフレックス制度等による市中感染リスク低減が難しい従業員に対する

措置・配慮、海外出向者への対応）

・ワクチン接種対応

(ワクチン接種時の勤務取扱い、副反応が出た従業員への休暇付与、ワクチン接種に

関する環境整備）



神戸宣言 ４つ経営理念に基づく活動（継続）
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コロナ渦においても神戸宣言の理念に則り、活動を継続していく。

項目１（経営層のリーダーシップ）、項目２（安全への投資の促進）、

項目３（安全人材の育成や安全教育の拡充）に関しては、会員各社

の経営方針に基づき、反映させる事とする。

項目４（重点的に取り組むべき課題を抽出と対策、業界内外への

共有）については、安全衛生分科会において各企業が抱える問題点や

困り事を調査・抽出し、皆で対応策を講じていく。

また、同業他社で構成する２つの研究グループにおいて、研究活動を

継続し、その成果を自動車産業安全衛生大会および全国産業安全衛

生大会に於いて発表、共有を行う事とする。
以上




